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社会保障制度の持続可能性は高まった？
　医療・年金など国民の健康や生活を守るはずの制
度が機能不全に陥っている。貧困の最後の防波堤で
あるはずの生活保護制度も、給付を受けるには高い
壁があり、国民の生活不安は増すばかりである。「社
会保障国民会議」の設置や「五つの安心プラン」の提
示によって、政府は、国民のそうした不安の払拭を
図ろうとしているようであるが、果たしてどれだけ
の実効力をもつものとなるのか、疑問がある。
　それは、予算の裏付けのなさという問題もさるこ
とながら、そもそもこの間進められてきた社会保障
構造改革に対する政府の基本的な認識に対する疑
問である。例えば、「社会保障国民会議」の中間報告
は言う。「1990年代から2000年代前半にかけて、わが
国では一連の「構造改革」を（ﾏﾏ）実施されたが、「社
会保障構造改革」はその重要な柱のひとつであった。
（中略）これら一連の改革により、社会保障制度の構
造改革が進み、経済財政との整合性、社会保障制度
の持続可能性は高まった」。
　さて、介護保険制度の創設は、改革の嚆矢として
位置づけられていた。民間営利事業者の参入、措置
制度から契約制度への転換、応能負担から応益負担
への転換などがこれで実現した。その「成果」は政府
や改革推進論者にはどう評価されているか。曰く、

介護保険制度の導入で、みんなで支え合う「介護の
社会化」が実現し、また、一方的で硬直化した介護サ
ービスから多様な介護サービスを利用者・家族は選
択できるようになった、等々。先にみた「持続可能性」
に関わる評価もしかりである。
　だが果たしてそれは事実なのか。介護の担い手で
ある介護労働者に焦点をあててみただけでも、厳し
い労働条件・低処遇を背景に離職が後を絶たないな
ど、現場から聞こえてくるのは、むしろ、介護・介護
労働の持続可能性の困難である。介護あるいは社会
保障制度の見直しの議論は、そういう事実をふまえ
て進めなければなるまい。そう考え、私たちの研究
室では、多くの施設や労働組合（札幌地域労組、福祉
保育労）の協力を得て、札幌圏の特別養護老人ホー
ム施設で働く介護職（539人）の労働・生活等の実態
調査を行い、結果をまとめたので報告する。（なお回
答者は、84.5％が女性で、若い年齢層が多い。調査結
果の詳細については、以下を参照されたい。
http://www.econ.hokkai-s-u.ac.jp/ ~masanori/index）

仕事が続けられない！―低賃金・低処遇
　介護職の高い離職率の主たる背景の一つは、賃金
水準の低さである。非正規を含む介護職全体の2007
年の収入は、「300万円未満」が74.2％、「200万円未満」
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も35.3％に及んだ。非正規に限ると、「200万円未満」
は3人に2人の割合（67.7％）である。
　ところで、非正規と一口にいっても、特養施設では、
フルタイム型非正規とパートタイム型非正規が働
いており、前者は、深夜勤務も含め、正規とほぼ（あ
るいは全く）同じように働いている。それにもかか
わらず、一時金や諸手当がないなど、賃金・処遇は正
規に比べて著しく低い。そんな理不尽な環境に彼女
らはいる。例えば、「30歳未満」の若い非正規では、1
人を除く全員がフルタイムで働いており、7割（72.9
％）が深夜勤務にも従事していた。だが彼女らの3人
に2人（66.0％）は年収200万円に満たないのである。
「同じ仕事なのに何故？」「正職につきたい！」（自由
回答）という彼女らの鬱屈した思いに、組織された
正規労働者は敏感でなければなるまい。

介護の理想と現実―慢性的な人手不足と心身
の疲弊
　離職の背景は低賃金だけではない。なにがしかの
夢をもって介護の仕事をはじめたものの、慢性的な
人手不足の職場で時間に追われるように仕事をこ
なし、利用者（入居者）からの頼まれごとにも、「ちょ
っと待ってて！」が口癖に。あげくに、職員の目が行
き届かないときに万が一事故が起こってはという
心配から利用者の意に反して座ったままにさせて
おかざるを得ない、等々。利用者と向きあい、時間を
かけて信頼関係を構築していくような理想の介護
にはほど遠く、むしろ「人手不足で適切な介護がで
きない」（58.0％）、「ひろい意味での「身体拘束」をせ
ざるを得ないことがある」（27.5％）というのが現状
である。こうして、人手不足は介護の質をも変容さ
せていき、それは、介護職の仕事のやり甲斐の喪失
にもつながっていく。
　しかも、その少ない人数で、早番・日勤・遅番・深夜
勤という変則的な勤務をまわしていかざるを得ない。
とりわけ深夜勤務時には職員配置が圧倒的に手薄
になり、なおかつ、看護職も不在になるため、じつに
2人に1人（56.3％）が何か起きるのではないかとい
う不安を抱えながら夜勤に従事し、なおかつ、3人に
1人（36.5％）が仮眠がとれないと訴えている。
　さらに、そんな人手不足の中で、もし自分が休み
をとってしまったらと考えると、有給休暇の取得も
ままならない。有休を「ほとんど使っていない」（36.5
％）あるいは「4分の1程度の取得」（21.7％）だけで全
体の5割を超える。そもそも、有休取得以前の問題で、
「体調が悪くても休めない」（36.0％）状況に職場は
ある。
　以上の結果、5割超の回答者がふだんの仕事で「強
い疲れ」を感じ、「いつも」（19.5％）あるいは「よく」（27.6

％）、疲れを翌日に持ち越してしまっている。これで
介護・介護労働の持続可能性は高まったといえるの
か、あらためて問いたい。

利用者の安全、介護の質の危機―犠牲的な労働
による限界
　こうした事態は、すでに示唆されているように、
介護の質や安全性に否定的な影響を与えることに
もなる。ひとつの事故の背後には、事故につながり
かねないトラブルが数多くあるといわれているが、
介護の現場でもしかりである。例えば、この1ヶ月の
間で利用者の介護中にヒヤッとしたりハッとした
経験が「ある」のは60.0％に及ぶ。
　事態はさらに深刻である。程度・頻度の差はあれ
ども、忙しさや処遇の低さ等を背景に、利用者につ
い憎しみを感じてしまったり（60.8％）、つい強い口
調で対応してしまったり（76.9％）、あるいは、つい
こづいてしまったり（11.4％）。職員の献身的な（犠
牲的な？）労働ではもはや限界がきているといわざ
るを得ない。
　身体拘束・虐待問題など利用者の人権に対して社
会は感度を高めつつある。だがその一方で、十分な
教育・訓練の機会も与えられずに現場に放り出され
（人手不足でＯＪＴも困難）、認知症の利用者から叩
かれたり・暴言をはかれたりしながらも、なす術も
なくぐっとこらえて働いている介護労働者の人権
に対する私たちの感度はどうか。「介護の社会化」と
称してその全てを負わせるのは社会的な虐待では
ないか。そう主張することは、いささか感傷的に過
ぎるとのそしりを受けるかもしれないが、3人に2人
（65.2％）の介護職が「介護の仕事に対する社会的評
価が低い」という思いを抱えて働いているその事実
に対して、私たちはどうこたえるのか。

希望と誇りをもって働ける職場を―必要な介
護保険制度の抜本的な見直し
　個別の施設や事業所内で問題が解決可能である
のならば苦労はない。この労働者調査とあわせて施
設側を対象に行った調査でも、8割超の施設長が、現
在の介護報酬単価では職員の賃金増や正規化は困
難であると回答している。つまり、一連の問題の背
景には、介護保険制度あるいはわが国の社会保障制
度のありよう、という構造的な問題があるのだ。解
決は容易ではない。
　だが、望みはある。よりよい介護や労働条件の獲
得を目指した取り組みがすでに全国各地で労働組
合や利用者・家族を中心に展開されつつあることも
さることながら、例えば、「現行の社会保障費用「抑制」
路線が介護現場に様々な問題を引き起こしている」
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はじめに
　年金記録の再点検や社会保険庁解体に直面して、
われわれは日本の社会保障制度のもともとの設計
思想にまで立ち戻って頭を整理しておく必要がある。
04年の年金制度改革を支えた理論家の一人である
堀勝洋上智大学教授が05年2月に著した『年金の誤解』
（東洋経済新報社）は、人口の高齢化に合せて、保険
料引き上げと年金水準引き下げを自動的に進行さ
せる案が不可避でもあり適切でもあったと論じた
本であるが、問題に切り込む手掛りとして、これへ
の批判的メモを記することから始めたい。

いつから賦課制度になったか？
　堀教授はそこで、日本の年金制度の財政原則は賦
課方式であって、積み立て方式だというのは現実離
れした議論だとしている。いつからそうなったと言
うのか。これでは被保険者（年金権者およびその予
定者）は実はだまし討ちにあったようなものだ。年
金生活者はお互いに、早死にしたかれは積立金を返
上した年金マイナス者だが、われわれの方はもうじ
き年金プラス者になる、とか言い合っている。被保
険者は積立方式であることを信じて社会保険料を
支払い続けてきたのである。保険者の手元には、運
用を任された膨大な積立金があった。社会保険とし
ての年金を支援して適量の国庫負担があるのは、公
的扶助制度の負担を軽減する意味から、世界史的に
見て正常なことである。
　高齢化の進展およびインフレの進行が、積立方式

の実効を深部で崩していったのは事実である。だが、
戦時インフレで崩壊しかけた厚生年金制度を、戦後
に再建する時に、その時点での国際的な経験を取り
入れた賦課方式で再設計することなく、相変わらず
の強制貯蓄を企図し、これを今度は資本蓄積の加速
化に利用しようと、戦時インフレで消滅した分は「み
なし」で面倒を見るからと宥めながら「修正積立方式」
を押し出したのは、当時の保険者、つまり時の政府
だった。労働運動の側からの圧力を受け止めて福祉
元年の年金改革あった時も、賦課方式とは言わなか
った。特別会計としての積立金運用の旨味が捨てが
たかったので、積立金の運用に被保険者の責任と参
加を求めたりせずに、還元融資という姑息な対応で
矛先をかわしたのも、時の政府であった。
　大蔵省や労働省・厚生省に対して、外局としての
社会保険庁が組織されていたが、無花果の葉のよう
な審議会を除き、保険料拠出者の代表を労使対等原
則で組織して運営に参加させていたとは言えない。
積立金の目減りが見え始めた時点でも、賦課方式が
正式に提起されてはいなかった。

社会保険と「応能負担」の限度
　日本の社会保険は、当初から応能負担を取り入れ
て扶助制度と合体していたという堀教授の論調に
も異議がある。そもそも社会保険は扶助制度と異な
ったものである。保険制度は被保険者集団が、集団
内の誰かが不幸な保険事故に見舞われたときに、集
団の残り全員で不幸に見舞われた彼らをかばうこ

という設問に7割（71.8％）の施設長がYes！と回答
している現状は、立場の違いこそあれども、介護保
険制度の見直しに向けた労使共同の可能性を感じ
させる。
　さしあたりいま労働組合や政党関係者に期待さ
れているのは、こうした国民諸階層の声をひろく集

め、真の意味で持続可能な社会保障の将来像を、き
たるべき選挙において示していくことではないか。

注：紙幅の都合上、展開できなかったが、介護保険制
度見直しの方向性については、伊藤周平（鹿児島大学）
を参照されたい。
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